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第１部

現状認識



１ 地方公務員法改正の趣旨



（１）地方行政の重要な担い手
・平成２８年４月現在、総数が約６４万人であり、平成２４年と比較して約４．５万人増加している
・事務補助をはじめ、教員・講師、保育士、給食調理員、図書館職員等、様々な分野で活躍している

（２）様々な任用・勤務条件
・制度が不明確であり、地方公共団体によって任用・勤務条件に関する取扱いが様々である

（１）効果的・効率的な行政サービスの提供
・任用・勤務形態及び人員構成を最適化し、厳しい財政状況でも住民のニーズに応える効果的・効率的な行政サービスを提供すること

（２）ICTや民間委託の推進
・ＩＣＴの徹底的な活用、民間委託の推進等による業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現すること

（３）適正な人員配置
・臨時・非常勤の職の設定に当たっては、現行の職を漫然と存続するのではなく、職の必要性を十分吟味し、適正な人員配置に努めること

（４）正職員と会計年度任用職員の役割の整理
・職務の内容や責任の程度については常勤職員（正職員）と異なる設定とすること

１－１ 臨時・非常勤職員の現状と地方公務員法の改正

３ 会計年度任用職員制度導入の基本的な考え方

１ 地方公務員の臨時・非常勤職員の現状

臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することが求められている

（１）一般職の会計年度任用職員制度を創設
・任用、服務規律等を整備する。
・特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を厳格化し、会計年度任用職員制度への必要な移行を図る
・会計年度任用職員について、期末手当の支給を可能とする

２ ２０２０年４月 新地方公務員法の施行

統一的な取扱いを定め、今後の制度的な基盤を構築する

参考：平成２９年度６月２８日付総務省自治行政局公務員部長通知 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の運用について」
平成２９年８月総務省自治行政局公務員部 「会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアル（第１版）」
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１－２ 会計年度任用職員制度の概要

NO． 主な改正項目 内容

１ 服務に関する規定

・地方公務員法の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用
失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等
の制限等）が適用され、かつ懲戒処分等の対象となることを踏まえ、公務運営の適正確保の観点から
適切な運用が求められる

２ 募集・採用

・募集・採用に当たっては、平等取扱いの原則を踏まえ、年齢や性別に関わりなく均等な機会を与える
必要がある
・採用方法については、競争試験または選考とし、具体的には面接や書類選考等による適宜の
能力実証によることが可能であること

３ 給付

・フルタイムの会計年度任用職員は、給料、旅費及び期末手当、退職手当等の支給対象とする
・パートタイムの会計年度任用職員は、報酬、費用弁償及び期末手当の支給対象とする

・職務給の原則、均衡の原則等に基づき、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域等に十分
留意しつつ、地域の実情等を踏まえ、適切に定めるべきものである

４ 勤務条件等
・勤務時間及び休暇、健康診断、研修、社会保険及び労働保険、人事評価等についても適切に取り扱
う必要がある

５ 任期
・当該非常勤の職と同一の職務内容の職が翌年度設置される場合、同一の者が、平等取扱いの原則
や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはありうる

６ 空白期間の適正化 ・再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一定の期間を設けることは適切ではない

２

参考：平成２９年６月２８日付総務省自治行政局公務員部長通知 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の運用について」
平成２９年８月総務省自治行政局公務員部 「会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアル（第１版）」



１－３ 同一労働同一賃金とは

３

（１）同一労働同一賃金ガイドライン案（２０１６年１２月）
・働き方改革実現会議において、「同一労働同一賃金ガイドライン案」がとりまとめられた。
・ガイドライン案では、同一の企業等において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で待遇差が存在する場合
に、それが不合理的なものであるかどうか等を示した。

（２）働き方改革関連法（２０１８年７月）
・同一労働同一賃金は、雇用形態に関係なく、業務内容に応じて賃金を決める制度。
・基本給は勤続年数や成果、能力が同じなら同額とする。
・休暇や研修も同様の待遇を受けられるように改め、通勤・出張手当も支給する。
・大企業では２０２０年４月、中小企業では２０２１年４月から導入する。

※参考：日本経済新聞HP 「働き方改革法が成立脱時間休や同一賃金導入」（２０１８年６月２９日）

同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体における、
いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの

２ 国の取組・法整備 （民間部門）

同一労働同一賃金に係る法整備等は民間部門を対象にしており、地方公務員は直接の対象とはならないが、
今後、地方公務員においても、社会的な要請が強まると予想される

１ 同一労働同一賃金の目的

２０２０年４月の会計年度任用職員制度導入に向け、正職員と嘱託員、臨時職員が同一業務を担っている場
合、担うべき役割の整理が必要になる



２ 現状と課題



２－１ 正職員と臨時・嘱託員の特徴

４

区分 正職員 臨時職員 嘱託員

身分 一般職 一般職 特別職

任期 - １～６か月 １年間

任期の更新 -
１回まで可能

（最大１年間の任用が可能）
４回まで可能

（最大５年間の任用が可能）

給与等

基本給 給料（月給） 賃金（時給） 報酬（月給）

昇給 あり なし なし

各種手当 あり なし なし

時間外勤務手当 あり あり あり

費用弁償 通勤手当 実費弁償（１日上限９００円） 通勤手当相当分

賞与 あり なし なし

退職金 あり なし なし

標準的な
勤務時間

勤務時間 ７時間４５分 / 日 最大７．５時間 / 日 ７時間４５分 / 日

勤務日数 ５日 / 週 最大５日 / 週 １６日 / 月

分限処分 あり なし なし

懲戒処分 あり あり なし

人事評価 あり あり なし

任用条件 定数による
①臨時的業務に従事する場合
②正職員に欠員が生じた場合

下記の業務が生じた場合に予
算の範囲内で採用

担当する業務の性質
組織の管理・運営に関する業務、
財産の差押え、許認可等の権
力的業務等

正職員の補助的業務
①専門的な知識・経験を要する
業務
②正職員の補助的業務



２－２ 職員数と人件費の推移

５

・稼動人数（正職員及び再任用職員）：実人数のうち、実際に勤務して給与の支給のある職員数（休業・休職等により給与の支給がない職員を除いた
職員数）。
給与の支給がない場合は、給与の支給状況により、給与の支給のある月数/12月で按分。なお、稼動人数には管理職も含む。
・稼動人数（嘱託員）：延べ人数（総支払い月数）÷12ヶ月×0.8人で算出。
・稼動人数（臨時職員）：（総支払額－平均的な交通費500円×年間稼動日数220日 ）÷1705時間（220日×7時間45分）÷平均的な時間単価
（※平均的な時間単価：2004年度～＠880円、2006年度～＠980円、2010～＠990円）
・町田市民病院の職員（医師、看護師、一般事務等）は含んでいない。

職員数の推移≪稼働人数ベース≫ 【単位：人】 人件費の推移 【単位：億円】



２－３ 嘱託員、臨時職員の状況

６

※臨時職員、嘱託員非常勤等の実態把握調査、2017年度「事務と執行体制の確認シート」から算出
※嘱託員人数は、嘱託員の総稼働時間を1488時間【1日7.75時間×月16日×12ヵ月】で割った人数（端数切上）で計上
※臨時職員人数は、臨時職員の総稼働時間を1830時間【1日7.5時間×244日】で割った人数（端数切上）で計上
※市民センターは、6施設（忠生、鶴川、南、成瀬駅前、堺、小山）を合わせた人数で計上

（２） 嘱託員、臨時職員が３０人以上在籍している部署

課名
正職員
人数

嘱託員 臨時職員

人数 内訳 人数 内訳

保健給食課 12 131 給食調理員131 8 一般事務（健診補助）6、給食調理員2

図書館 73 104 司書96、保育士7、学芸員1 18 一般事務（司書補助）18

子育て推進課 142 82
保育補助50、保育士17、調理補助7、給食調理4、
臨床心理士1、一般事務1、その他2

36
保育士29、給食調理員3、一般用務員3、一般事
務1

児童青少年課 56 17 児童厚生員15、一般事務1、一般用務1 30 児童厚生員25、一般用務3、一般事務2

生活援護課 58 43
地区担当員15、支援相談員11、一般事務8、相談
員6、就労指導員2、生活支援員1

5 一般事務5

保険年金課 57 38 一般事務27、年金相談員6、国保相談員5 7 一般事務6、その他1

介護保険課 35 32 一般事務32 5 一般事務5

保健予防課 67 24
保健師7、歯科衛生士5、一般事務3、看護師3、保
育士2、栄養士2、臨床心理士2

16
保健師5、歯科衛生士3、栄養士2、看護師2、保育
士2、一般事務2

市民センター 60 31 一般事務31 7 一般事務7

市民課 59 30 一般事務30 4 一般事務4

３Ｒ推進課 84 28
一般作業員25、一般事務2、資源物持ち去り防止
指導員1

2 一般事務1、清掃作業員1

すみれ教室 31 21 保育士19、看護師1、歯科衛生士1 9 保育士9

種別 延べ人数 配置状況 年あたり平均任用期間

臨時職員 1,753人 67課／90課 3.78ヶ月

嘱託員 1,177人 73課／90課 11.16ヶ月

（１） 嘱託員、臨時職員の人数、配置、任用期間



２－４ 他自治体の動向

いずれの自治体でも、嘱託員・臨時職員の任用が進んでいる

（１） 任用の状況
嘱託員を臨時職員よりも多く活用している自治体もあれば、臨時職員をより多くに任用している自治体
があるなど、任用状況は様々である

（２） 身分
嘱託員を特別職としている自治体が多いが、既に一般職としている自治体もある

（３） 職員管理
嘱託員・臨時職員の採用は、各所管課で行っている自治体がほとんどだが、一部の自治体では、採用や
管理を人事部門が統合的に行っている

１ 嘱託員・臨時職員の現状

（１） 現時点では、具体的な制度設計や課題整理には至っていない自治体が多い

（２） 会計年度任用職員制度導入をきっかけとして、委託化や指定管理化の検討を進めようとしている
自治体も少数ある

２ 会計年度任用職員制度導入に向けた検討状況

多くの自治体では、会計年度任用職員制度導入に向けた検討が進んでいない

７



＜嘱託員の人事管理に関する現場の声＞
（１） 採用事務が煩雑で負担感がある。
（２） 教育・研修に時間を要する。
（３） 給与支払い等の労務管理に時間を要する。
（４） 採用後、就労の継続性に不安定性がある。
（５） 予期しない退職の場合は、急遽の採用事務や教育・研修の負担が発生する。
（６） 嘱託員は定数化されていないため、毎年、予算確保に向けた庁内調整が必要である。
（７） 嘱託員化を進めると業務コストは最適化されるが、委託等に転換することが難しくなる。

２－５ 現状の課題

１ 人事管理の最適化 ２ 担い手の最適化

８

Ａ 任用期間の検討

◇嘱託員は5年、臨時
職員は1年が任期の上
限になっているため、
業務の継続性が保たれ
ない

Ｃ 人事評価の適用

◇臨時職員は人事評価
を実施しているが、嘱
託員は人事評価を実施
していない

Ｂ 選考方法の検討

◇所管課が各々のルー
ルで選考・任用をして
おり、統一的な運用が
されていない

Ｄ 定数管理の必要性

◇嘱託員、臨時職員の
定数が管理されていな
い

Ｅ 統一的な予算管理
の必要性

◇嘱託員・臨時職員の
予算を所管課と職員課
が各々予算化してお
り、統一的に管理され
ていない

Ｆ 労務管理の効率化

◇嘱託員、臨時職員の
勤怠管理・旅費・給与
支払い等はICTを使用
した管理をしていない

Ｈ 役割の整理

◇正職員と嘱託員、臨
時職員の担うべき役割
が明確になっていない

◇定型的な作業につい
て、委託化や自動化の
検討が十分でない

Ｉ 正職員の現場意識の
希薄化

◇嘱託員、臨時職員が
現場業務の多くを担っ
ている職場では、正職
員の現場感覚が希薄化
する恐れがある

Ｇ 守秘義務等が課さ
れていない

◇地方公務員法は嘱託
員には適用されておら
ず、法律上の義務は課
されていない

国の現状認識と同じ



３ 課題への対応



３－１ 課題に対応する手法

（１）全職員がどの事業にどれだけ関わっているか稼働
時間や事務量を指標として「見える化」するツール

（２）定数管理等に活用

（１）市役所業務の生産性の向上
（自治体間ベンチマーキング）

（２）任用制度の見直し
（３）有用な人材の確保

（１）自治体間比較を活用した業務改革・改善の取組

９

≪ 現状の課題である「担い手の最適化」について、６つの対応手法が想定される ≫

（１）窓口業務の民間委託のための取組の強化
（２）ＩＣＴの活用による窓口業務自体の省力化

（１）スケールメリットを活かした効率的・効果的な
委託の実施

（２）包括的な委託におけるメリット
（３）委託における適切なサービス水準の維持

６つの対応手法は、業務の担い手である会計年度任用職員制度の導入においても有効

（１）ＲＰＡやＡＩといった次世代ＩＣＴの活用による
業務効率化

２ 事務と執行体制の確認シートの活用

１ 行政経営改革プランの実施

３ 自治体間ベンチマーキングの活用

４ 最新のＩＣＴ活用による業務効率化

５ 国の動向 ～窓口業務の更なる効率化～

６ これまでの行政経営監理委員会での提言



町田市５ヶ年計画17-21 行政経営改革プラン
行政経営基本方針２ “市民の期待に応えられるよう、市役所の能力を高める”

【人口減少・超高齢化】

２０２５年には高齢者の
５人に３人が後期高齢者

２０２０年から始まる
人口減少

【構造的収支不足】

生産年齢人口減による
市税収入の伸び悩み

老年人口の増加に伴う
社会保障費の増加

【公共施設の老朽化】

施設の約半数が
築30年以上

維持管理経費の
確保が困難

＜町田市を取り巻く状況＞

★ 任用制度の見直し

・社会情勢や行政需要の変化に柔
軟に対応できる組織体制の構築
・役割を明確にした任用、配置によ
る組織力の向上

★ 有用な人材の確保

・人材育成基本方針に掲げるめざす
職員像の資質を備えた職員の採用
・即戦力となる専門的な職務経験を
積んだ職員の確保

職員定数の削減

・新たな課題に対応できる効率的、
効果的な執行体制の構築

★ 市役所業務の生産性の向上
(自治体間ベンチマーキング)

・他市比較に基づく事務の標準化及
び効率化
・業務改善意欲にあふれる組織風
土の醸成

部のマネジメントの効率化

・各部の効率的な経営の実現
・部門間における、より円滑な調整
の実現

自ら考え、行動する力を
もった人材の育成

・職員が主体的に成長することを支
援する仕組みの構築

ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた取組

・仕事と生活の調和がとれた、いき
きと働ける職場環境の構築

３－２ 行政経営改革プランの実施 ～人材と組織経営に関係する行政経営改革プランの取組～

職員の意欲向上 組織経営機能の強化人材の育成と登用

１０

★：会計年度任用職員制度に関係する取組項目



３－３ 事務と執行体制の確認シートの活用

１１

正職員が担うべき業務プロセスや業務量を「見える化」することにより、
業務の担い手の検討にも活用できる

１ 事務と執行体制の確認シートとは

（１）課ごとに、嘱託員・臨時職員を含む全職員が、どの事業にどれだけ関わっているかを
見える化した町田市独自のマネジメントツール

（２）シートは、各課で全職員が関わって入力し、稼働時間と事務量の指標を見える化

２ 用途

（１）主に定数管理に活用

（２）自治体間ベンチマーキングにおいても、
業務量調査のベースとして活用

所属 ○○課

2016年度 2017年度

指標 単位
2016

実績数

2017

見込数

稼働時間

合計

稼働時間

合計
割合 時間 割合 時間 割合 時間

26
住民基本台

帳

Ａ－②　住民基本台帳事

務（日本人）
①住民異動

①本人確認・受付・関連手続

案内・疑義確認

転入届出件

数

転出届出件

数

転居届出件

数

件

11,785

11,117

5,644

11,245

11,010

5,225

8,574 8,411 0 0 0 0 15 221

27
住民基本台

帳

Ａ－②　住民基本台帳事

務（日本人）
①住民異動 ②台帳登録

転入入力件

数

転出入力件

数

件

11,785

11,117

5,644

27,399

11,245

11,010

5,225

27,154

4,136 3,985 5 106 20 401 10 150

28
住民基本台

帳

Ａ－②　住民基本台帳事

務（日本人）
①住民異動 ③登録内容確認 ★ 取扱件数 件 62,792 63,014 3,815 3,992 30 557 2 44 0 0

29
住民基本台

帳

Ａ－②　住民基本台帳事

務（日本人）
①住民異動 ④手続き完了案内 85.095 0 2 44 0 0

再任用（フルタイム） 一般嘱託職員

係長 主事 -

業務分野

事務量の指標

一般事務 一般事務

正職員

フラグ
No. 大区分 中区分 小区分

1 2 3

A係 A係 A係

2056 15102011

町田一郎 町田太郎 町田花子

一般常勤職員

一般事務

各課が所管する事務
事務量の目安とな

る指標等

職員一人ひとりが各事

務に要した時間とその

合計



業務プロセスごとに稼働時間・業務処理量・コスト等の指標化

指標に基づき差異や特異点を抽出し、意見交換会でベストプラクティスを検討

業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
推
進

業務の効率化

正
職
員
・嘱
託
員
・臨
時
職
員
の

役
割
の
整
理

市民サービスの
維持・向上

働き方改革への対応

【ステップ２：小さなイノベーション】
各参加自治体での個別最適化

【ステップ３：大きなイノベーション】
参加自治体間での全体最適化

＜（２）業務の比較・分析と課題解決の検討＞

＜（１）比較する業務の見える化＞

４ 展 開

５ 期待する成果

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
見
直
し

（１）自治体
人口が４０～６０万程度の自治体を対象
（２）業務

法令で定められ、人的資源の投入量が多い、住基、税、
国保、介護等の基幹業務を対象
（３）指標
稼働時間、業務処理件数・コスト等

２ 比較対象

３ 特 徴

自治体間ベンチマーキングとは？

自治体間で業務プロセス、パフォーマンス、コスト等を比較
し、差異を見える化するとともに、自治体間で共通化できる
ベストプラクティスを検討し、業務改革・改善につなげる取
組

１ 概 要

業
務
プ
ロ
セ
ス
の
共
通
化

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・

情
報
シ
ス
テ
ム
の
共
通
化

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
共
通
化

制
度
や
制
度
運
用
の
見
直
し

（１）自発的な取組
・自発的な自治体間連携による業務改革・改善活動で
あること

（２）業務の見える化
・業務をプロセス単位に分解して稼働時間、業務処理
量、コスト等を指標化し、超ミクロレベルで見える化し
ていること
・委託の状況やコストも見える化していること
（３）意見交換会の実施
・参加自治体の実務担当者が一堂に会し、討議形式
での意見交換会を実施していること

（４）ベストプラクティスの検討
・コストメリット、サービス向上等の優位性があり、自治
体間で共通化できるベストプラクティスを検討すると
ともに、良い仕組みや効率的なやり方をお互いに取
り入れ、改善・改革につなげていること

【ステップ１：イノベーションのインフラづくり】 業務の見える化とベストプラクティスの検討

将来現在

現在

３－４ 自治体間ベンチマーキングの活用

１２



３－５ 最新のＩＣＴ活用による業務効率化

※ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）：人間がパソコンで行うデータ入力やデータ編集を自動化するロボットソフト
※ＡＩ（アーティフィシャル・インテリジェンス）：人工知能
※２０２０年には、ＲＰＡの市場規模は５,０００億円にもなるとの試算もある。

（１）ＲＰＡの業務効率化事例

◆三菱東京ＵＦＪ銀行
ＲＰＡ等の活用により、２０２３年度までに約２,０００業務を自動化し、国
内スタッフの３割に当たる、９,５００人相当の業務量削減を目指す。

◆三井住友ＦＧ

ＲＰＡ等の活用により、２０１７年度上半期だけで１年当たり２００人相当
の業務量を削減した。

（２）ＡＩの業務効率化事例

◆三井住友ＦＧ
無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」を用い、口座開設方法、株価、銘柄に関する問

合せにＡＩが答えるサービスを導入。

◆毎日新聞による国内の主要１２１企業へのアンケート

業務を一部でもＡＩに置き換えている企業は４７％、その他、具体的な導
入予定ありとしている企業は２０％にのぼった。

（１）ＲＰＡの業務効率化事例

◆茨城県つくば市
ＲＰＡの活用についてNTTデータと共同研究を実施。市民税課の5業務、市民

窓口課の１業務、計６業務についてＲＰＡを試行したところ、当該６業務の年間
作業時間を約４００時間削減できる見込みがわかった。今後、納税課、資産税
課を加え、４課に対して本格導入する予定。

◆石川県加賀市

ＲＰＡの本格導入に向け、総務課及び財政課の業務のうち、「時間外勤務集
計業務」等３業務についてＲＰＡを試行した。結果、その他の業務改善による効
果も含め、作業工数削減効果が見込めることがわかった。２０１８年４月から本
格導入した。

（２）ＡＩの業務効率化事例

◆さいたま市

保育園入所事務において、入所希望者の保育園への割り振りをＡＩで行う実
証実験を行った。入所の優先順位、兄弟の入所等複雑な要素を考慮する必要
があるため、延べ５０時間を費やす業務が数秒で処理できることがわかった。

◆徳島県

音声自動文字起こしシステムとともに、文字量を設定（設定率例１０～９０％）
することで対象の文章を要約する「ＡＩ要約サービス」を活用することで、作業時
間の効率化と情報発信の迅速化を図る実証実験を行った。

働き方改革 労働力不足

最新のＩＣＴ活用による業務効率化

ICT技術の発達

民間企業では、ＲＰＡ※やＡＩといった次世代ＩＣＴの活用による業務効率化手法が確立しつつある

１３

１ 民間企業における活用事例 ２ 行政における活用事例

※参考図出典： 野村総研HP
https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx



３－６ 国の動向 ～窓口業務の更なる効率化～

※平成３０年５月１０日 経済財政一体改革推進委員会国と地方のシステム・ワーキンググループ 総務省提出資料「業務改革モデルプロジェクト関係」（抄）

１４



３－７ これまでの行政経営監理委員会での提言

NO. 項目 提言

１
スケールメリットを活かし
た効率的・効果的な委託
の実施

（１）類似業務は一括して民間委託するなど、課横断的なアウトソーシングにつなげて
いくという展開も必要だ

（２）自治体間で業務の中身を標準化させて、一緒に委託するなど、マーケットを一緒
につくっていくという意識があっても良い

２
包括的な委託におけるメ
リット

（１）包括的に民間委託をすることは一石三鳥。市民にとっては、ワンストップ化しやす
くなり、待ち時間も少なくなる。財政的には、費用を下げることができ、財政課に
よるコントロールが可能。職員にとっては、過重労働を抑えることになる

３
委託における適切な
サービス水準の維持

（１）ノウハウの継承という課題に対しては、市民ニーズを現場感覚で受け止めるだけ
でなく、データ化する。ＩＣＴを活用して、データを分析し、サービス向上につなげる

（２）民間委託をするときは、必ずサービス水準が下がるのではないかという懸念が
出る

（３）利用実績やコストなどを明確にしたエビデンスを示して、市民とのコミュニケー
ションを図っていくことが求められる

１５

≪ ２０１７年度町田市行政経営監理委員会（第１回・第２回）における専門委員提言 ≫



第２部

今後の方向性



４ 会計年度任用職員制度への移行と課題



非常勤職員への
地方公務員法の適用

同一労働同一賃金への対応

非常勤職員の処遇改善
常勤職員と非常勤職員の
役割分担の明確化

４－１ 会計年度任用職員制度移行に向けた課題 ～ ６つのインパクト ～

会計年度任用職員制度からの要請

Ａ 任用期間の検討

◇会計年度任用職員の
再度の任用の考え方が
整理されていない

Ｃ 人事評価の適用

◇会計年度任用職員は
人事評価を実施すること
が地方公務員法で定め
られる

Ｄ 定数管理の必要性

◇会計年度任用職員の
定数が管理されていな
い

Ｂ 選考方法の検討

◇所管課が各々のルー
ルで選考・任用をしてお
り、統一的な管理がされ
ていない

Ｅ 統一的な予算管理の
必要性

◇所管課と職員課が
各々予算をもっており、
統一的に管理されてい
ない

Ｆ 労務管理の効率化

◇会計年度任用職員の
勤怠管理・旅費・給与支
払い等はＩＣＴを使用した
管理をしていない

G 守秘義務等が
課される

◇会計年度任用職員は
地方公務員法が適用さ
れる

b 処遇改善

◇会計年度任用職員に
期末手当等を支給する

a 条例・制度の改正

◇人事・給与関連条例・
制度の改正が必要にな
る

行政経営改革プランからの要請

（１） 市役所業務の生産性の向上
(自治体間ベンチマーキング）

（２） 任用制度の見直し
（３） 有用な人材の確保

Ｈ 役割の整理

◇正職員と会計年度任
用職員の担うべき役割
が明確になっていない
◇定型的な作業につい
て、委託化や自動化の
検討が十分でない

d 財政負担増への対応

◇期末手当等の支給に
より、約７．３億円の人件
費が増加する見込み

e 人材の確保と育成

◇会計年度任用職員制
度導入後に必要とされ
るスキルを有する人材
の採用と育成が整理さ
れていない

《 インパクト１ 》
制度適用

《 インパクト２ 》
人事管理の最適化

《 インパクト６ 》
人材の確保と育成

《 インパクト３ 》
担い手の最適化

《 インパクト４ 》
業務コストの最適化

１６

c 会計年度任用職員の
業務区分設計

◇嘱託員・臨時職員を会
計年度任用職員の業務
区分を定め、移行する

2020年4月までに対応

Ｉ 正職員の現場意識の
希薄化

◇会計年度任用職員が
現場業務の多くを担っ
ている職場では、正職
員の現場感覚が希薄化
する恐れがある

《 インパクト５ 》
現場の見える化

New

New

New

New

New



１７

４－２ インパクト１ 制度適用① ～ 町田市における制度移行想定 ～

臨時職員 専門的業務一般的業務

嘱託員

会計年度任用職員
（フルタイム）

会計年度任用職員
（パートタイム）

特別職非常勤職員 臨時的任用職員

１ 現 行

嘱託員のうち、
（１）専門的な知識を有する
（２）当該知識経験で事務を行う
（３）助言、調査、診断又は総務省令で定める事務
上記を全て満たす場合、特別職非常勤職員に移行

【 特別職非常勤職員の例 】
顧問、統計調査員、建築物調査員、学校医、
産業医等

（１）会計年度任用職員の業務区分を設計
（２）現行の嘱託員・臨時職員の業務内容を整理し、会計年度任用職員の

業務区分を適用
（３）嘱託員・臨時職員は、会計年度任用職員のパートタイムの職に移行

【 会計年度任用職員の業務区分例 】
A区分 高度な専門知識を要する事務 （医師等）
B区分 専門知識を要する事務
C区分 一般的な事務
D区分 補助的な事務

３ 会計年度任用職員制度導入後

２ 制度移行

市民病院の一部の医師
を除き、嘱託員・臨時職
員はすべてパートタイム

組織の管理・運営自体に関する
業務や、財産の差押え、許認可

といった権力的業務以外

＜ 会計年度任用職員が
担うことのできる業務＞

延べ
1,177人

延べ
1,753人



区分
会計年度任用職員
（フルタイム）

会計年度任用職員
（パートタイム）

特別職非常勤職員 臨時的任用職員

身分 一般職 一般職 特別職 一般職

任期 年度末まで 年度末まで 個別の任用による ６か月以内

任期の更新
客観的な能力の実証を経て

再度任用可
客観的な能力の実証を経て

再度任用可
個別の任用による

１回まで可能
（最大１年間の任用が可能）

給与等

基本給 給料 報酬 報酬（月額+日額） 給料

昇給 【検討中】 【検討中】 なし なし

各種手当 地域手当等 なし なし あり

時間外勤務手当 あり あり なし あり

費用弁償 通勤手当 通勤手当 実費弁償 通勤手当

賞与 あり あり なし あり

退職金 あり なし なし あり

標準的な
勤務時間

勤務時間 ７時間４５分 / 日
フルタイム未満 個別の任用による

７時間４５分 / 日

勤務日数 ５日 / 週 ５日 / 週

分限処分 あり あり なし あり

懲戒処分 あり あり なし あり

人事評価 あり あり なし あり

任用要件

上記②の要件のみ満たす
職
⇒会計年度任用職員
（フルタイム）

上記①②いずれの要件も
満たさない職
⇒会計年度任用職員
（パートタイム）

１ 専門的な知識を有する
２ 当該知識経験で事務を
行う
３ 事務の種類は助言、調査、
診断又は総務省令で定め
る事務
上記１～３を全て満たす場
合に任用可能

常時勤務を要する職に欠員
が生じた場合において、以
下のいずれかに該当し、正
職員の採用手続きを経るい
とまがない場合の特例

１ 緊急の場合
２ 臨時の職に関する場合

担当する業務の性質
組織の管理・運営に関する
業務、財産の差押え、許認
可等の権力的業務以外

組織の管理・運営に関する
業務、財産の差押え、許認
可等の権力的業務以外

専門的な知識・経験を要す
る業務（顧問、統計調査員、
建築物調査員、学校医、産
業医等）

常勤職員が行うべき業務

４－３ インパクト１ 制度適用② ～ 会計年度任用職員の特徴 ～

≪ 町田市での移行想定 ≫

１８

◆正職員以外の職について任用可能
◆正職員の要件
①相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する
職であること
②フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職である
こと
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４－４ インパクト４ 業務コストの最適化

１９

（単位：億円）

計：25.5

計：32.8

≪ 会計年度任用職員制度導入後の非常勤職員人件費の推移 ≫

※制度導入後（2020年度）は、2017年度をベースに期末手当の支給想定額を加えたもの。
※期末手当の支給想定額は、2017年度に6か月以上任用があった嘱託員数に【標準的な月額単価（192,200円）×2.6か月分】を乗じたものと、

2017年度に6か月以上任用があった臨時職員数に【標準的な時間単価（990円）×7.5時間×20日×2.6ヶ月分】を乗じたものを加えて算定。

制度導入後の人件費は
期末手当等の支給によ
り、約７．３億円増加見込

既存業務を効率化し、人件費増に
対応していく必要がある



正職員

正職員 臨時職員

嘱託員

嘱託員

正職員

臨時職員

４－５ インパクト３ 担い手の最適化 ～窓口職場の受付をモデルとしたシミュレーション～

会計年度任用職員

正職員

会計年度任用職員
アウトソーシング

プランＡ

１ 現 行

３ 制度導入後のシミュレーション例

アウトソーシング

正職員

プランＢ

会計年度任用職員

正職員

自動化（AI・RPA）

プランＣ プランⅮ

正職員

自動化（AI・RPA）

アウトソーシング

２０

入力業務

受付業務

確認・決定業務
（公権力の行使業務）

入力業務

受付業務

確認・決定業務
（公権力の行使業務）

２ 事務と執行体制の確認シートの活用

１ 行政経営改革プランの実施

３ 自治体間ベンチマーキングの活用

４ 最新のＩＣＴ活用による業務効率化

５ 国の動向 ～窓口業務の更なる効率化～

６ これまでの行政経営監理委員会での提言

２ ＢＰＲ

７ 同一労働同一賃金
への対応

※ＢＰＲ：ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。既存の組織や業務を根本的に見直し、プロセスの視点で職務、業務フロー、管理
機構、情報システムを再設計することで、業務の効率化を高める改革手法のこと。



５ 今後の展開



会計年度任用職員の労務管理に
ICTを活用

統一的な管理手法の確立

（１） 働き方改革への対応
（２） 時代の変化に対応した施策立案・事業展開ができる人材と組織
（３） 市民サービスの向上と行政経営の効率化の両立

新たな視点や知識を探求する
スキル

ステークホルダーと対話する
スキル

業務の見える化

業務改革・改善（BPR）

必要とされるスキル

５ 今後の展開 ～これからの働き方をデザインするために～

《 インパクト２ 》
人事管理の最適化

《 インパクト６ 》
人材の確保と育成

２１

《 インパクト５ 》
現場の見える化

《 インパクト３ 》
担い手の最適化

《 インパクト４ 》
業務コストの最適化

⇒ 同一労働同一賃金・ワークライフバランスへの対応
⇒ イノベーションを起こせる人材と組織
⇒ サービスアップ＆コストダウン

会計年度任用職員の人件費を
統一的に管理

会計年度任用職員の労務管理に
ICTを活用

（１）委託する業務範囲の拡大
（２）会計年度任用職員が担う業務範囲の拡大
（３）現場で起こっている問題を把握する仕組の構築
（４）専門知識・資格を持つ会計年度任用職員の活用

多様な人材や知識を結び付け、
コラボレーションできるスキル

会計年度任用職員の任用管理を
統一的に実施

（１）職員の配置基準の作成
（２）業務プロセス、業務の担い手、業務量を把握するツールの整備
（３）正職員でないと担えない業務と正職員以外が担える業務の整理
（４）専門知識や資格を必要とする業務の整理
（５）会計年度任用職員の定数の確定

自動化（AI・RPA）の範囲の拡大

≪ 人から人への仕事の移転 ≫

≪ 人から機械への仕事の移転 ≫

会計年度任用職員の
定数管理の実施

イノベーションや創発

につながる

短期 短・中期 中・長期

＋

＋

既知を組み合わせるスキル

＋

正職員が
担う役割の
最適化



２０１８年度
第１回町田市行政経営監理委員会

ご清聴、ありがとうございました。

『会計年度任用職員制度導入のインパクトと今後の行政経営』

～ これからの働き方をデザインする ～

※本資料の内容は開催時点のものであり、今後、変更となる場合があります


